
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない

　　　２　職員数は、平成23年4月1日現在の人数である。

（3）特記事項

１　特別職の給料について、財政健全化緊急対策などにより平成12年1月より減額措置を行っており、平成19年4月1日から平成

　25年3月31日までの間に限り、給料月額は市長15％、副市長及び常勤監査委員10％の減額となっている。

２　管理職手当について、平成19年7月1日から平成25年3月31日までの間に限り、手当月額は15％又は10％の減額となっている。

 (4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

 （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

　　　 ２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

     　３　「参考値」は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値である。

（参考）類似団体平均

一人当たり給与費

6,573

17.0

　　　　　　　　　　　％

5,994

　　　　　　　　　　千円

　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

一人当たり給与費

　　　　　計　　　　　Ｂ
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　　　　　　　　　　千円

（参考）

22年度の人件費率　　　　Ｂ／Ａ　　　　　　　　Ｂ　　　　　　Ａ

実質収支

給　 料
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歳出額　
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　　　　　　Ａ

23年度
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　　　　　　　　％
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　　　　　　　千円
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人　

173,761

給　　　与　　　費職員数

16.4

　　　　　　　千円 　　　　　　　千円
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２　一般行政職給料表の状況（24年4月1日現在）
（単位：円）

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（24年4月1日現在）

①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

円 円

円 円

円 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成21年度～23年度の３ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものでは

　ない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員において

　は前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

(329,917)

民　　　　　間

―

民間（Ｄ）

2.14

平均年齢

――

55.7

―

―

―

330,032 390,390

―

53.5

44.7

の類似職種

調理士

1.38

1.80

―

―

―
154

―

―
368,423

(323,181)

参　考

Ａ／Ｂ

―

1.92

385,682

393,459

6,279,963 2,861,400

3,047,900

6,217,121 3,989,200

うち用務員

公務員（Ｃ）

47.5
類似団体

―

うち学校給食員

国

区　　分

うち清掃職員

うち学校給食員

6,536,935

16

うち清掃職員

うち用務員

372,906

平均年齢

380,081

平均給与月額

376,339

平均給与月額(国ベース)

349,656

7級

北海道

307,743

平均給料月額

243,700

135,600

45.4

304,944

388,605

338,208

42.6

48.3

358,70237

45.0

423,268

6級5級

222,900 261,900 289,200

(401,789)

（国ベース）

公　　　　　務　　　　　員

平均給与月額区　　分
平均年齢

-

383,679

332,232

332,599

399,324

3,479

270,465

328,968388

(285,030)

357,266

4

苫小牧市

Ｃ／Ｄ

―

116

49.7

49.2

49.4

苫小牧市

北海道

参　　　　　考

2.19

1.56

年収ベース（試算値）の比較

　１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

類似団体

区 分

苫小牧市

国

40.3

42.8

4級3級2級1級

185,800 366,200

307,800 354,700 400,800 413,600 427,800

320,600

456,200

―

―

―

397,403

360,869

412,218

対応する民間

（A）

平均給与月額

廃棄物処理

用務員

職員数

395,785

361,947

-

409,059

平均給与月額

（B)

307,506

372,493

42.1

―

227,800

288,200

206,600

398,903

平均給料月額
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③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

④消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成24年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの全ての諸手当

　　　　の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含ま

　　　　れていないことから、比較のための国家公務員と同じベースで再計算したものである。

      ３　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国ベース）」の括弧書きは、給与改定特別法による措置が

　　　　ないとした場合の値（減額前）である。

 (2) 職員の初任給の状況（24年4月1日現在）

   円 円 円

　　 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（注）国家公務員欄における括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）である。

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（24年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

　※民間企業等の経歴がある場合は、換算した期間を経験年数に含めています。

362,319
類似団体

39.8 314,285 406,483

310,072

経験年数１５年 経験年数２０年　　　

142,848

185,088

類似団体
41.1 323,319 362,488

―　

―　

北海道
42.7 355,188 403,788

41.0

苫小牧市
35.1 264,325 296,026

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

279,666

318,700

―

281,000

255,800

平均給与月額(国ベース)

国

―　

134,496

134,496

165,312

北海道

163,987（172,200）

133,418（140,100）

―　

―　

区 分 平均年齢

苫小牧市

―

360,900

140,100

区　　　　　分

一般行政職
大　学　卒

305,744 367,016

苫小牧市

172,200

320,975

140,100

135,600

318,833

318,040

―　

―　

―　

―　

高　校　卒

平均給料月額 平均給与月額

140,100

172,200

―

172,200

高　校　卒

高　校　卒

高　校　卒

中　学　卒

経験年数１０年

372,942 346,652

区 分

252,643

教　育　職
大　学　卒

技能労務職

技能労務職

一般行政職

区　　　　　分

中　学　卒

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

―

―

―

223,900

消　防　職
大　学　卒

消　防　職
大　学　卒

高　校　卒 233,300
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４　一般行政職の級別職員数等の状況

 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（24年4月1日現在）

（注）１　「苫小牧市一般職の職員の給与に関する条例」に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

（注）　平成20年に８級制から7級制に変更しています。

 (2) 昇給への勤務成績の反映状況

監督する地位にある者が証明する勤務成績の証明に基づき、

Ａ（極めて良好）、Ｂ（特に良好）、Ｃ（良好）、Ｄ（やや良好でない）、Ｅ（良好でない）

の５区分で決定し、昇給の号級数は下記のとおり。

昇給区分

昇給の号級数

（55歳に達した日を超えて在職する職員）

ＥＡ Ｂ Ｃ Ｄ

6 2

6以上

8以上

4 0

0

1　課長又はこれに相当する職の職務
2　困難な業務を処理する課長補佐又はこれに相当する職の職務
3　特に困難な業務又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する係長又はこれに相当
する職の職務

４　　級

６　　級
　　　　　　　　人

７　　級

５　　級

構成比

87 14.0%

　　　　　　　　％　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

24.0%

　　　　　　　　人

区　　分

１　　級

２　　級

３　　級
　　　　　　　　％

137 22.0%

職員数

　　　　　　　　％

110 17.7%

　　　　　　　　人

1　部長又はこれに相当する職の職務
2　困難な業務を所掌する部次長又はこれに相当する職の職務

1　部次長又はこれに相当する職の職務
2　困難な業務を所掌する課長又はこれに相当する職の職務

　　　　　　　　人

16

　　　　　　　　％

2.4%

　　　　　　　　％

2.5%

1　係長又はこれに相当する職の職務
2　主任又はこれに相当する職の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

定型的な業務を行う職務

標準的な職務内容

149

　　　　　　　　人

1　課長補佐又はこれに相当する職の職務
2　困難な業務又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する係長又はこれに相当する職の
職務
3　困難な業務又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する主任又はこれに相当する職の

　　　　　　　　％

17.4%

　　　　　　　　人

108

15

12

4（特定職員
にあっては 3）

１級 2.8%
１級 12.7%１級 14.0%

２級 20.2%

２級 21.9%
２級 24.0%

３級 11.8%

３級 22.1%
３級 22.0%

４級 3.5%

４級 19.1%
４級 17.7%

５級 33.9%

５級 18.9%５級 17.4%
６級 22.8%

６級 3.0%６級 2.4% ７級 2.5%

７級 2.2%７級 2.5% ８級 2.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成24年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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５　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円　

（平成23年度支給割合） （平成23年度支給割合） （平成23年度支給割合）

　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　5～15％ 　・役職加算　５～20％ 　・役職加算　５～20％

　・管理職加算　10～25％ 　・管理職加算　10～25％

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

勤務成績の評定については、現在実施しておりません。

 (2) 退職手当（24年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　 　　　自己都合　 　　　　　　　 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　 　　自己都合　 　　 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置　　　　定年前早期退職特例措置 その他の加算措置　　　　定年前早期退職特例措置

　　　　　　　　　　　　　　　　(2%～20%加算) 　　　　　　　　　　　　　　　　(2%～20%加算)

1人当たりの平均支給額　3,570千円　25,415千円

　（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、23年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当（24年4月1日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（24年4月1日現在）

30.55

41.34

59.28

苫小牧市

千円

　円

　％

1,548

31,334

26,265

37.5

( 1.45 ) ( 0.65)

18

3

387,107

59.28

以下のとおり

33

18

札幌市

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算）

47.50

59.28

支給対象地域

2東京都

千円

　円

支給対象職員数

47.50

23.50

41.34 33.50

59.28

（0.65）

3.05

1,324

（　1.45　） （　1.45　） （0.65）

1.352.602.60 1.35

１人当たり平均支給額（23年度）

北海道

千円1,550

苫小牧市

0.9

手当の種類（手当数）

職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度）

支給実績（23年度決算）

―

国

国

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算）

支給実績（23年度決算）

支給率

33.50

30.55

59.28

23.50

59.28

国の制度（支給率）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,700円

勤務１回（同一の患者の診療のための２回以上の出動
は、１回の勤務とする。）につきアからエまでに定める
額（深夜に及ぶ場合は、括弧内の額）

手当額（月額）

市長が別に定める基準により算出した額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,000円（500円）

生活保護業務の所管課（課に準じる組織を含む。以下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　500円（250円）

①月額による特殊勤務手当

同じ。）の職員　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　6,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,500円（1,250円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,500円

その他の職員　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　1,500円

備考　手当額欄の括弧内の金額は、当該月の勤務日数が１１日未満の場合の手当額とする。

日額　６００円

日額　１５０円

日額　１５０円

日額　３００円

日額　機関修理作業の場合　　５００円

出動１回につき　２５０円

　　　　点検作業の場合　　　　　２００円

日額　１５０円

出動１回につき　２５０円

隔日勤務１回につき　７００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２，０００円（３，０００円）

ウ　勤務３時間を超え５時間以内の場合

ア　勤務１時間以内の場合　　　１，０００円（１，５００円）

夜間緊急出動手当

勤務１回につき　6,900円〔半日勤務の場合　3,450円〕

日額　４００円　　〔勤務が深夜に及ぶ場合　５００円〕

出動１回につき　３００円

〔勤務が深夜に及ぶ場合　６００円〕

緊急出動従事手当

時間外診療手当 宿日直勤務中に診療業務に従事した管理職の職員（医師を除く。）

災害活動に従事した職員（保全緊急出動手当を支給される職員及び消防職
員を除く。）

イ　勤務１時間を超え３時間以内の場合

取扱い１件につき　　　死亡人　1,500円

危険手当

業務手当

はしご車搭乗手当

出動待機手当

死傷病人取扱手当

常時薬品取扱業務に従事する公害防止業務等の所管課の職員

取扱い１件につき　２００円

日額　４００円

消火作業又は救急業務に従事した消防職員

野犬掃討に従事した職員

滞納処分に従事した徴税吏員及び当該職員を補助する職員

支給される職員の範囲

出動手当

感染症防疫作業従事手当

日額

　グレーダー又はブルドーザーの運転業務の場合　２５０円

屋外（勤務箇所から半径６キロメートル以上の地域（海路の場合は、港外）に
限る。）で３時間以上業務に従事した職員

特殊自動車等の運転業務に従事した運転手
（廃棄物の処理業務等の所管課の運転手を除く。） 　ダンプカー、大型バス又は大型図書館車の運転業務

　の場合　２００円

②その他の特殊勤務手当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，０００円（４，５００円）

エ　勤務５時間を超える場合　　 ４，０００円（６，０００円）

勤務１回につき　５００円

　　　　　　　　　　　　　　 傷病人　1,000円

死傷病人（傷病人については、行旅傷病人に限る。）の収容に従事した市長
が定める職員

日額　２５０円

放射線の放射作業に従事する市立病院（以下「病院」という。）の診療放射線
技師及び臨床検査に従事する病院の職員

援護業務に従事する保健福祉部の社会福祉主事等
（管理職の職員を除く。）

医師

感染症病棟の業務に従事する看護師等

特殊自動車等運転
手当

医務手当

修理作業従事手当

滞納処分従事手当

緊急出動手当

野犬掃討従事手当

屋外業務手当

手当の名称

水治療法作業に従事する病院の理学療法士及び産婦人科の業務に従事す
る助産師

保健指導に従事する保健師（管理職の職員を除く。）

病院の看護師等（管理職の職員を除く。）

市税の賦課（国民健康保険税の賦課を除く。）及び収納に従事する職員
（管理職の職員を除く。）

病院事業に従事する職員（管理職の職員を除く。）

自動車等が通行する危険な道路上で測量業務に従事した職員

船舶に乗り組み海上業務に従事した職員

隔日勤務を命じられた消防職員（管理職の職員を除く。）

水火災等に出動し、はしご付消防自動車のはしごに搭乗して作業をした消防職員

消防の機関の修理作業に従事した消防職員（当該業務を本務とする者に限る。）

廃棄物の焼却処分施設の機関修理作業又は点検作業に従事した職員

感染症の防疫作業に従事した職員

公害防止に関する法律、協定等に基づき、測定調査のため工場に立ち入り
危険が伴う業務に従事した公害防止業務等の所管課の職員

退庁後、正規の勤務時間外に市営住宅等の維持補修業務に従事した市営
住宅の管理業務等の所管課の市長が定める職員

緊急診療のため、正規の勤務時間外に勤務した医師

緊急診療のため、正規の勤務時間外に勤務した病院の管理職の職員で規則
で定めるもの 〔勤務が深夜に及ぶ場合　８００円〕
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備考　この表に定めるもののほか、臨時の組織の職員、一時的な業務に従事する職員等で同表の特殊勤務手当を支給される職員との均衡上

　　必要があると認められるものには、規則で定めるところにより特殊勤務手当を支給することができる。

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

 (6) その他の手当（24年4月1日現在）

①配偶者（内縁関係含む） 13,000円

②２２歳未満の子及び孫

③６０歳以上の父母及び祖父母 　6,500円

④２２歳未満の弟妹 ・特定扶養加算5,000円

⑤重度心身障害者 ・配偶者のない場合、その

 内１人は11,000円

自ら居住するため住宅を借り受けている職員

・家賃7,001円以上のとき　　1,000円～27,000円

※自己の所有する住宅に対する手当の支給はH24.4.1から

　廃止している。

①交通機関利用者（６ヶ月定期券相当額を一括支給）

通勤距離2㎞以上のとき

・運賃相当月額55,000円まで　　全額支給

・運賃相当月額55,000円超　　　超えた額の1/2を55,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に加算した額

②交通用具利用者

通勤距離2㎞以上のとき

・市長が定めるやむを得ない事情により、単身赴任する

　職員　　　　　　　23,000円

・職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100㎞

　以上の場合　　6,000円～45,000円を加算

正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの

間に勤務する職員に支給

・勤務１時間当たりの給与額の25/100の額

燃料費等として、11月から翌年３月までの月額支給

・世帯主で扶養親族があるもの　　23,360円

・世帯主で扶養親族がないもの　　13,060円

・その他のもの　　8,800円

備考　各種手当内容の詳細については、「苫小牧市一般職の職員の給与に関する条例」をご参照ください。

128,123

61,336

143,471

133,220

千円

千円

0

千円

千円

千円

千円

千円

※H19.7.1からH25.3.31まで、手当月額を15％又は10％減額している。

④課長補佐職　　給料表４級８５号の給料月額の16/100の額

③課長職　　給料表５級８５号の給料月額の17/100の額

②部次長職　　給料表６級８５号の給料月額の18/100の額

①部長職　　給料表７級６１号の給料月額の19/100の額

内容及び支給単価

支給実績（23年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

支給実績（22年度決算）

国の制度と異なる内容

225,596

221

218,843

支給職員１人当た

同
扶養手当
（月額）

（23年度決算）

り平均支給年額手　当　名

円

待機１回につき　１，８００円〔半日待機の場合　９００円〕

51,413 円

120,999

99,032

13,665

勤務１回につき　アからウまでに定める額

ア　実勤務２時間未満の場合　　　４１０円

イ　実勤務２時間以上５時間未満の場合　　５２０円

ウ　実勤務５時間以上の場合　　　７８０円

手当額

勤務１回につき　３，３００円

〔勤務が規則で定める時間未満の場合　２，９００円〕

円

0 円

円727,972

・人事院規則に定める官職で、

 それぞれ俸給月額の8/100～

220

通勤手当
（月額）

130,310

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000円～24,500円

89,866

単身赴任手当
（月額）

同

同

同

 25/100の額異

同

75,086 円

寒冷地手当
（月額）

管理職手当
（月額）

緊急出動待機手当

手当の名称

職員１人当たり平均支給年額（23年度決算）

夜間勤務手当
（１時間当額）

円

深夜勤務に従事した消防職員

支給される職員の範囲

緊急診療のため、正規の勤務時間外に待機をした病院職員

住居手当
（月額）

異

深夜看護手当

深夜特殊業務手当

深夜勤務に従事した病棟の看護師等

・家賃12,001円以上のとき

 　　　　　　　　100円～27,000円

国の制度
との異同

支給実績
（23年度決算）
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６　特別職の報酬等の状況（24年4月1日現在）

円 円／ 円

円）

円 円／ 円

円）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

円

円

（注）　１　給料の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

　　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年）勤めた場合に

　　　　　おける退職手当の見込額である。

７　職員数の状況

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

職の廃止、広報誌作成業務委託

業務増

業務増

欠員不補充

業務増

市営住宅事業の一般会計移管

＜参考＞　　人口１万人当たり職員数　　41.03 人

（類似団体の人口1万人当たりの職員数　　45.33人）

学校給食調理業務委託

指揮隊創設

＜参考＞　　人口１万人当たり職員数　　64.5 人

（類似団体の人口1万人当たりの職員数　　63.04人）

業務増

業務増

非正規化

自動車運送事業の廃止

市営住宅事業の一般会計移

＜参考＞　　

　　人口１万人当たり職員数　　102.32 人

（注）　１　職員数は一般職に属する職員数です。（教育長を含む）

　　　　２　［　　　］内は、条例定数の合計である。

主な増減理由

交通

下水道

水道

1,778

小　計

病院

81

0

46

67

81

223

1,100

456

833,000

公
営
企
業
等
会
計
部
門

小　　計

議会

△ 31

△ 18

［△104］

給 料 月 額 等

（参考）類似団体における最高／最低額

（１期の手当額）

平成24年

3

衛生

19

18,816,000

720,000

12

職 員 数

1

211

1

193

△ 1

7

税務

△ 14

△ 1

97

4

6

△ 3

10

19

13

△ 17

70

労働

教育部門

△ 32

減額前の給料月額×480/100×勤続年数

0

　　（算定方式）

0

13

0

6

91

対前年
増減数

445,000

給
　
　
料

報
酬

　　　　　　　　　　　　　　　（　980,000

区 分

議 長

合　　計
［1,917］ ［2,021］

期
末
手
当 3.95

計

土木

商工

農林水産

　　（23年度支給割合）

1,100,000 665,000

副 市 長

市 長

663,000 385,000

739,000

940,000 628,800

606,000 360,000

退
職
手
当

　（支給時期）

任期ごと

副 市 長 減額前の給料月額×400/100×勤続年数 12,800,000 任期ごと

440,000

12

20

総務

71

議 員

3.95

その他

171

116

200

90

4

229

1,113

民生

480,000

平成23年

194

議 長

議 員

市 長

消防部門

174

703

6

84

469

一
般
行
政
部
門

普
通
会
計
部
門

45

　　　　　　　　　　　　　　　（　800,000

520,000

713

　　（23年度支給割合）

1,796

665 696

32

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

市 長

副 議 長

副 議 長

副 市 長
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(2) 年齢別職員構成の状況（24年4月1日現在）

　

 (3) 職員数の推移

 　　　　　　（単位　：　人・％）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

152

1,886

1,160

消防

一般行政 727

193 190

総合計 1,904

　　　　　　　　　　　　年　度
部門別

198教育 189

平成２１年

194

～ ～

51歳 55歳 59歳

159 123

221

％）

43歳

280

平成２4年

713

人 人 人

182 △ 13.6 ％）

％）697 △ 4.7

人

48歳 52歳 56歳

～

職員数
人 人 人

14 127 190

～ ～ ～

平成２２年
過去５年間の
増減数(率)

32歳

134 3 1,778

36歳 40歳

47歳 以上

人 人 人

～
計

44歳 60歳

平成２０年

39歳

人

31歳

人

213

1,142

公営企業等会計計 744 744

普通会計計

区　分

未満

20歳

23歳 27歳 35歳

24歳 28歳20歳

人

～ ～ ～

748 702 △ 35 （

平成１９年

（

214 221 222

171 △ 27 （

1,113 1,113 △ 47

665 △ 79

1,100

720724

△ 4.1 ％）

△ 10.6

（15 7.0

1,837 1,820 1,778 △ 1261,796 （ △ 6.6 ％）

平成２3年

703

174

223

1,100

696

229 ％）

（

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

５年前の構成比

%

9



８　公営企業職員の状況

 (1)　水道事業

 ① 職員給与費の状況（決算）

（注）１　職員手当には退職手当は含まれません。

      ２　職員数は、24年3月31日現在の人数です。

 ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（24年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（23年度支給割合） （23年度支給割合）

　　　　　　　期末手当　　　　　　 　 　　勤勉手当 　　　　　　　期末手当　　　　　　 　 　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

 職制上の段階、職務の級等による加算措置  職制上の段階、職務の級等による加算措置

 ・役職加算　5～15％  ・役職加算　5～15％

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（24年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　 　　　自己都合　 　　　　　　　 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　 　　　自己都合　 　　　　　　　 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置　　　　定年前早期退職特例措置 その他の加算措置　　　　定年前早期退職特例措置

　　　　　　　　　　　　　　　　(2%～20%加算) 　　　　　　　　　　　　　　　　(2%～20%加算)

ウ　地域手当（24年4月1日現在）

千円

   円

苫小牧市水道事業

1,149

該当者なし

59.28 47.50

3.05 0.9

（ 1.45 ） （ 0.65 ）

6,021

区分

苫小牧市水道事業 一般行政職

一般行政職

１人当たり平均支給額（23年度）

1,324

3.05 0.9

１人当たり平均支給額（23年度）

　職員給与費

487,721

　　　　　　千円

6,350

　　　　　　　千円

一人当たり給与費

(参考)類似団体平均給　　　与　　　費 一人当たり給与費

職員手当

（参考）　純損益又は

23年度
　　　　　人

区分

　　　　　　　　　　千円

65,831

職員数

　　　　　　Ａ 期末・勤勉手当

　　　　　　　　　　千円

給　 料

Ａ  

　総費用

2,542,444

　　　　　　千円

　　　　　　　　Ｂ／Ａ

　実質収支 　職員給与費比率

Ｂ　

　総費用に占める

　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

　　　　　　　　　　千円

　22年度の総費用に占

　める職員給与費比率

　　　　　計　　　　　Ｂ

23年度
千円　 　　　　　　　　　　％　 ％　

292,298 19.2 20.8

平　均　年　齢 基本給 平均月収額

苫 小 牧 市 42.6

81 312,070

　　　　　　　　　　千円

109,820

　　　　　　　　　千円

487,721

45.4 358,043 528,316

41.34

23.50 30.55

33.50

23.50 30.55

41.34

59.28

47.50

一般行政職の制度（支給率）

（ 1.45 ） （ 0.65 ）

59.28

59.28 59.28 59.28

33.50

支給実績（23年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算） 0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

331,876 501,771

　　　　　　区　　分

市 町 村 平 均
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エ　特殊勤務手当（24年4月1日現在）

5

備考　この表に定めるもののほか、臨時の組織の職員、一時的な業務に従事する職員等で同表の特殊勤務手当を支給される職員との均衡上必要

　　があると認められるものには、規則で定めるところにより特殊勤務手当を支給することができる。

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（平成24年4月1日現在）

①配偶者（内縁関係含む） 13,000円

②２２歳未満の子及び孫

③６０歳以上の父母及び祖父母 　6,500円

④２２歳未満の弟妹 ・特定扶養加算5,000円

⑤重度心身障害者 ・配偶者のない場合、その

 内１人は11,000円

自ら居住するため住宅を借り受けている職員

・家賃7,001円以上のとき　　1,000円～27,000円

※自己の所有する住宅に対する手当の支給はH24.4.1から

　廃止している。

①交通機関利用者（６ヶ月定期券相当額を一括支給）

通勤距離2㎞以上のとき

・運賃相当月額55,000円まで　　全額支給

・運賃相当月額55,000円超　　　超えた額の1/2を55,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に加算した額

②交通用具利用者

通勤距離2㎞以上のとき

正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの

間に勤務する職員に支給

・勤務１時間当たりの給与額の25/100の額

燃料費等として、11月から翌年３月までの月額支給

・世帯主で扶養親族があるもの　　23,360円

・世帯主で扶養親族がないもの　　13,060円

・その他のもの　　8,800円

92,579 円

夜間勤務手当
（１時間当額）

7,499

4,987

千円

千円

同

同 円

円

①部長職　　給料表７級６１号の給料月額の19/100の額

②部次長職　　給料表６級８５号の給料月額の18/100の額

同

同

内容及び支給単価

支給職員１人当た

り平均支給年額

（23年度決算）

③課長職　　給料表５級８５号の給料月額の17/100の額

④課長補佐職　　給料表４級８５号の給料月額の16/100の額

4,784

11,170

10,513

4,798

千円

千円

※H19.7.1からH25.3.31まで、手当月額を15％又は10％減額している。

職員１人当たり平均支給年額（23年度決算）

屋外（勤務箇所から半径６キロメートル以上の地域（海路の場合は、港外）に
限る。）で３時間以上業務に従事した職員(緊急出動従事手当の支給を受け

る職員を除く。)

災害等により水道施設の保全維持のため緊急に出動した職員

停止処分に従事した職員

災害活動に従事した職員（保全緊急出動手当の支給を受ける職員を除く。）緊急出動従事手当

屋外業務手当

停止処分従事手当

支給実績（23年度決算）

寒冷地手当
（月額）

千円

千円

扶養手当
（月額）

同

同

出動１回につき　７５０円

4,586

82

55,929

危険作業に従事した水道事業の技術職員(管理職手当の支給を受ける職員
を除く。)

手当額支給される職員の範囲

支給実績（22年度決算） 22,769

職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 259

円

千円

　円

244

日額　４００円　　〔勤務が深夜に及ぶ場合　５００円〕

取扱い１件につき　３００円

日額　３５０円

日額　２５０円

手当の種類（手当数）

職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度）

円

　％

通勤手当
（月額）

57,644 円

危険作業手当

保全緊急出動手当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000円～24,500円

22,711

手当の名称

手　当　名

685,385
管理職手当

（月額）

199,490

161,877

214,541

住居手当
（月額）

一般行政職の制度
と異なる内容

一般行政職の
制度との異動

支給実績
（23年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算）

支給実績（23年度決算）
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